
「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」を仕向地とする半導体製造用ポンプ・バルブの申請手続き

　輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物 （輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物であって、貨物等省令第１条
第３８号、第４０号に該当するものを除く。） の輸出のうち、「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」を仕向地とす
る場合は、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものであって、需要者が確定して
いるものに限る。

「半導体製造に用いられる装置に組み込まれるもの」とは、
　半導体製造装置 （洗浄装置、エッチング装置、熱処理成膜装置等）、半導体製造用の薬液供給装置、半導体製造用の超純水
製造装置、露光装置等に組み込まれるものをいう。

「半導体製造工程に用いられるもの」とは、
　上記の他、例えば半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用
されるものをいい、半導体製造用の薬液の製造に用いられるものは除く。

（※装置組込案件の場合）

（※装置組込案件の場合）

輸出者 輸入者
（買主・荷受人・仲介者）

需要者Ａ

【見直し前：個別許可】

経済産業省本省

⑤許可申請

⑪履行報告

提出

⑮事前同意

相談

⑥審査

⑦許可

⑫履行報告

受理

⑯事前同意

通知

③契約単位のＥＵＣ取得

⑩履行報告提出

⑬事前同意要請

②発注 ①発注

⑧輸出 ⑨納入・費消

需要者Ｂ

⑰再輸出

【見直し後：特別一般包括許可】

輸出者 輸入者
（買主・荷受人・仲介者）

需要者Ａ

経済産業省本省

⑭契約単位のＥＵＣ取得

④取引審査

需要者Ｂ

経済産業局等

⑲再輸出

⑦発注

⑫納入・費消

⑧発注

⑪輸出

⑨包括的なＥＵＣ取得

⑮事前同意要請

⑯包括的なＥＵＣ取得

⑩取引審査

①許可

申請

②審査

③許可

④事前届出

⑬実績報告提出

（ＥＵＣ添付）

⑰再輸出の

事前同意相談

⑤事前届出

確認

⑭実績報告

確認

⑱再輸出の

事前同意通知

⑥懸念なければ

事前届出受理

から14日経過後

に輸出可能

（装置納入先）
半導体メーカー

※装置納入後、補修用ポンプ・バルブの輸出には

契約単位のＥＵＣ取得が必要

（装置納入先）
半導体メーカー

※装置納入後、補修用ポンプ・バルブの輸出には

契約単位のＥＵＣ取得に替えて、包括的なＥＵＣ

取得が可能

①' 装置発注

⑨' 装置納入

⑦' 装置発注

⑫' 装置納入

【特別一般包括許可適用の対象範囲】
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